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新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の対応について 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、同感染症は２月より「指定感染症」に指定さ

れました。従って、学校保健安全法の規定により、新型コロナウイルス感染症と診断された

生徒は「出席停止」となります。 

 

出席停止期間 

「治癒するまで」となります。 

登校再開にあたっては、医療機関で本校の書式「治癒証明書」に記入いただき、各クラ

ス担任へ提出してください。 

 

罹患した場合の報告 

速やかに学校へ電話連絡し、以下を報告してください。必要に応じて、感染拡大防止の

ための措置を講じます。 

・診断日 

・受診した医療機関 

・症状の現れた日 

・症状が現れた日以降、本校関係者との接触状況（授業、クラブ活動等の出席状況） 

・現在の状況 

・今後の見通し等、医療機関からの指示 

 

 

 感染症を予防するために 

  手洗いや咳エチケット等、基本的な感染症対策を徹底してください。 

  参考：厚生労働省「一般的な感染症対策について」 

  

 感染したかもと思ったら 

  参考：厚生労働省「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」 

 

https://www.kinjo-highschool.ed.jp/contents/wp-content/uploads/2020/02/8536d7b7f11bd3abeb63662b060e7d5f.pdf
https://www.kinjo-highschool.ed.jp/contents/wp-content/uploads/2020/02/ce4711a686a07925ae37d6ab20480594.pdf
https://www.kinjo-highschool.ed.jp/contents/wp-content/uploads/2020/02/15ca316afd1228777331042e4c84afc6.pdf

